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企業と雇用システム

労働者を守る制度について

高田好章

第１４回

２０１９年７月１１日



◎今回のテーマ
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雇う企業と雇われる労働者は雇用契約上では対等な立場
にいます。しかしながら、実際には企業の側が有利な立場
にいます。そのためこれまでの歴史の中で様々な労働者
を守る制度が築かれてきました。
それらは労働者が団結して労働組合を作ることであり、労
働安全衛生制度であり、雇用保険や労災保険・健康保険
であり、また退職後の生活のための年金制度であります。
それらを知ることは働く人々にとって、とても重要な知識で
あり、あらかじめ知ることによって自らを助ける糧になりま
す。
その中で、今回は労働組合と労働ＣＳＲを主に考えます。

労働者を守る制度について
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労働三権

憲法２８条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動を
する権利は、これを保障する。

労働三権を保障している

・団結権：労働組合を作る権利

・団体交渉権：使用者と交渉し協約をむすぶ権利

・団体行動権：団結して就労放棄してストライキする権利
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日本の労働組合の現状
労働組合の組織率：

１９５０年：４６．２％ → ２０１０年：１８．５％

熊沢誠『労働組合運動とは何か』より森岡孝二『過労死は何を告発しているか』より
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日本の労働組合の現状

『日本国勢図会２０１６／１７』より

労働組合の組織率
２０１５年
１７．４％
２０１８年６月
１７．０％

組合数
２０１５年
５万組合
２０１８年６月
２．４万組合

組合員数
２０１５年
９８８万人
２０１８年６月
１００９万人
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日本の労働組合の現状
産業別の推定組織率
２０１５年６月末現在

（％）
電気・ガス・水道 ６７．１
金融・保険業 ４９．４
複合サービス ４４．７
製造業 ２６．９

不動産・物品貸借 ２．９
サービス業 ５．０
生活関連サービス ６．４

パートタイム ７．０
『日本国勢図会２０１６／１７』より



8

世界の労働組合の組織率

欧州では
組織率が
概して
高いが
減少傾向

１９８５年
↓

１９９５年

『データブック 国際労働比較２００２』より
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日本の労働組合の現状

１９８０年代後半以降
ほとんどストライキを
しなくなった

スト「レス」社会に

※ストライキは
労働三権に
認められた
団体行動権

森岡孝二『過労死は何を告発しているか』より
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世界の労働損失日数の比較

日本は
他国に比べて
少ない
（１９９９年）

（千人日）
日本 １０１
アメリカ １９９５
イタリア ５８０
韓国 １３６６

『データブック 国際労働比較２００２』より
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日本の労働組合の現状

労働組合の３つの連合体： 連合 全労連 全労協

『日本国勢図会２０１６／１７』より
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労働組合の始まり
イギリス：
１７９９年：団結禁止法をつくって、労働組合運動を禁止
１８２４年：激しい闘いの末、に同法を撤廃、

事実上の団結権を獲得、
１８７１年：労働組合法が制定され法律的にも認められた

職種別組合が基本：企業・産業を横断する組織：
機械工組合：機械を扱う職場をもつあらゆる業界に組合員を

組織している
職種別組合・クラフトユニオンの代表例
合同機械工組合：Amalgamated Society of Engineers, ASE
１８５１年発足 熟練工の組織：全国を移動し

組合の斡旋でその町に空席があれば就職する
相互保険制度：社会保険として機能

熊沢誠『労働組合運動とは何か』より

永山武夫『労働経済』より
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労働組合の始まり

イギリス
一般組合：ジェネラルユニオンの登場
ロンドンのスラム街、イーストエンド、ドッグ人夫：
１８８９年ストライキ １万人のドッグ労働者が参加

特殊技能を持たない一般労働者
どんな職業、どんな産業でも、誰でも入れる
労働組合ができる： 新組合主義

運輸一般労働組合：
Transport and General Workers Union, TGWU が誕生

超横断的労働組合： 自動車の組立工の多くが組合員

熊沢誠『労働組合運動とは何か』より
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労働組合の様々なショップ制

ショップ制の違い：
・クローズドショップ制：

雇い入れ時、組合員のみの採用を義務付ける

・ユニオンショップ制：
職場では必ず労働組合に加入しなければならない

・オープンショップ制：
労働組合の加入は労働者の自由意思に任せる
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世界の労働組合組織構造

日本だけが、
企業別労働組合
をとっている

藤本武『国際比較 日本の労働者』より
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企業別労働組合：日本の労働組合

日本：
年功制の枠組みの下で企業別組合が生み出された：
１）立身出世主義： 農民運動、労働運動を許さない、

労働者の発言権がない
２）産業内部の技術： 外国から導入：

企業内の養成で技術を学ぶ：
旧型職人が育たず、ギルドの崩壊

３）農村から直接、企業の工場に来る：
企業に対する労働者の執着性を強める ：
企業内で要請された従業員：
年功制に入っていく従業員、子飼いの従業員

４）企業外の横断組合への労働者の敗北：戦前の弾圧の
歴史： 企業の横断組合の団交を拒否

熊沢誠『労働組合運動とは何か』より
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高度成長と企業別労働組合

・年功制に吸収されて企業も労働者・組合も良くなっていく：
高度成長期には機能する

・企業内訓練した大規模生産に適合的な技能を
付けた新規従業員が基幹労働力となる

・労働者にとっては企業の他に
居場所や凝集点を見いだせなくなった

・年功制に備えているある種の平等主義：
企業社会を唯一の労働社会とする：

年齢とともに賃金が上がるのが平等であるという考え方
に

熊沢誠『労働組合運動とは何か』より
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労働組合と労働協約

多くの事項で、経営側と
労働協約を行っているが、
同意・協議・意見聴取
説明報告、のうち
「同意」の割合は小さい

人員整理：２３％
労働時間：２９％
賃金 ：２７％
配置転換：１１％
生産計画： ４％
会社組織： ５％
技術導入： ５％

佐藤博樹編『仕事の社会学 変貌する働き方』より
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企業別労働組合の問題点

・企業の枠を超えた賃金の標準化ができず：
高度成長期には春闘で賃上げによる企業間の平準化

・労働組合の組織率低下：
１９５０年４６．２％、２０１５年１７．４％

・企業の支払い能力に応じた賃金の決定
春闘の形骸化：ベースアップゼロ：定期昇給のみ
１９９８年頃から正社員の賃金水準の下落へ

・非正規労働者・非組合員を組合運動の対象とはしなかった
・働かせ方に対する組合の規制力の弱体化：
配置・配転・ノルマ・残業指令・休暇取得

・労働条件の個人処遇化
成果主義・ノルマ：上司と労働者個人間の目標管理へ
労働者を無抵抗にさせる

熊沢誠『労働組合運動とは何か』より
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企業別労働組合の問題点

・３６協定で長時間労働を生む協定を結んでいる
一方の当事者は労働組合である
つまり、ある企業の長時間労働については、
労働組合にも重要な責任がある

・大企業の組合役員は、
会社の承認や指示の下で選任されていることが多い、
会社派が主導権を握り、
代議員の間接選挙でえらばれる

・組合幹部が会社の役員になる例がある

永山武夫『労働経済』より



212017-07-02_朝日新聞
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新たな労働組合運動：パートタイム労働者
・パートタイム労働者
組織率：２０１５年：７％ １００万人超える
全組合員の占める割合：２０１０年７．３％→２０１５年１０．４％

熊沢誠『労働組合運動とは何か』より 2015-12-25日経新聞
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新たな労働組合運動：地域労組

新しい運動形態：コミュニティーユニオン・地域労組

１９８３年頃から、大企業の正社員でない、中小企業の未組織労
働者、パートタイマーなど非正規労働者などが労働組合を作る
企業別組合の枠外 ↓関西の地域労組の例：まだまだ小さいが

熊沢誠『労働組合運動とは何か』より
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コニュニティーユニオン と 若者の労働相談

・ユニオン・地域労組に加盟して得られた成果
解雇が撤回された
職場に復帰できた
退職することができた
未払い賃金が支払われた
賃金のベースアップができた
降格・減給が撤回された
昇格・昇給の差別がなくなった などなど

・例えば
ＮＰＯ法人 働き方ＡＳＵ－ＮＥＴ

http://hatarakikata.net/
「わかもの労働相談」

文貞實編著『コニュニティ・ユニオン―社会をつくる労働運動』より

http://hatarakikata.net/
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過労死問題での地域労組の役割
ワタミ過労死問題では、問題解決に
地域労組：全国一般東京東部労働組合が重要な役割を担う

過労死防止大阪センター・シンポジウム
「若者の過労死と経営者の責任～ワタミ和解から何を学ぶか」
・全国一般東京東部労働組合書記長須田光照氏配布資料より
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労働組合運動の新たな展開

・契約社員全員を正社員への登用を労組が勝ち取る

広電労働組合：私鉄中国地方労働組合広島電鉄支部

広島電鉄：２００１年９月から契約社員の採用を開始、
組合は契約社員の正社員への登用を目指す：

契約社員全員を組合員とするユニオン・ショップ協定を締結：
全国で初めて

２００９年で決着：全契約社員を正社員に、
賃金体系と労働条件を統一：契約社員制度を廃止：
５０歳後半の正社員の一部は賃金が減少：

労働組合が非正規労働者を正規労働者へ転換した成果とし
て注目された

河西宏祐『路面電車を守った労働組合』より
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今週のビデオ

なぜ、私たちは２社統一でストライキをするのか？
[YouTube から]

part１～ブラック企業が蔓延する自販機業界の実態～
https://youtu.be/clipF5Y0PAU

part２～ジャパンビバレッジ～
https://youtu.be/l2kFAvF7XIE

part３～大蔵屋商事～
https://youtu.be/uMWZufSjx1Y

part４～８時間労働で生活できる賃金を！～
https://youtu.be/KGIf9mj1G5A

各４～６分
※６月２７日の「啓発授業」で予定したもの
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労働ＣＳＲとは：

ＣＳＲ： Corporate Social Responsibility  : 企業の社会的責任

・環境にやさしく：木を植えるなどの活動

・本来、自分の会社で働いている人に対する
企業の社会的責任が問題

・雇用と労働についての「企業の社会的「無」責任」がある。
労働者が安心して労働し生活し、
人間らしい働き方；ディーセントワークのできる
労働基準を確立することが必要

高橋邦太郎「労働ＣＳＲと格差・貧困」（森岡孝二編『貧困社会ニッポンの断層』）より
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雇用形態の現状

伍賀一道『「非正規大国」日本の雇用と労働』より

大企業正社員

フルタイム非正規

中小企業正社員

自発的短時間パート

ディーセントワーク

名ばかり正社員

日雇い派遣

ｃ
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・正規から非正規への転換、派遣切り
：労働者の使い捨て、整理解雇

・不当労働行為：解雇・賃金不払い、サービス残業、
過労死・過労自死、女性差別、
外国人実習生・研修生への低賃金・不当扱い

・社会的損失：公害・環境破壊だけではない、
労働者の生活を破壊している

・株主利益の優先の企業経営：
賃金の下落と労働分配率の低下

高橋邦太郎「労働ＣＳＲと格差・貧困」（森岡孝二編『貧困社会ニッポンの断層』）より

労働ＣＳＲ：それに反する行為：
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ＣＳＲと労働との関係の二つの視点

１）企業が、不法行為、不当な労働行為など
労働者の権利侵害をもたらす
人間尊重の精神に反する行為を行っていないか

２）企業が、「根源的なＣＳＲ」すなわち、それぞれの企業・
産業が固有にもっている社会的責任を発揮しているか、
そのために適正な人員配置がなされているか

・１）の視点：人格権侵害
退職強要・追い出し部屋

・２）の視点：雇用の劣化：
労働法制の規制緩和：派遣労働、長時間労働
サービス残業、人員削減
例；鉄道、バスなどの運輸サービス産業における事故

松浦章『日本の損害保険産業 ＣＳＲと労働を中心に』より
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企業の労働ＣＳＲ強化の方向性

・経済のグローバル化、労働組合の弱体で、
法律でカバーできる領域に限界が出ている

・この状況の中で、ＣＳＲ：企業の社会的責任という、
法を超えた手段に注目

アメリカ
・民間団体が独自の基準：企業の労働慣行認証
企業のＣＳＲの中に労働ＣＳＲ取り入れを援助

・「わが社は人権を守ります。労働基準を遵守します」

・ 「労働ＣＳＲ」が、労働現場の健康・安全で、重要になる

吾郷眞一「企業の労働ＣＳＲ強化の方向性と労使関係の今後のあり方」
（岸-金堂・森岡編『健康・安全で働き甲斐のある職場をつくる』より
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ネスレ日本と労働組合が３０年の労使紛争を終結

・ＯＥＣＤガイドライン：改善勧告を出す
企業の自発的行動を超えて外部からの規制といえる

神戸新聞 2013/10/7 http://hatarakikata.net/modules/topics/details.php?bid=459
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企業の労働ＣＳＲ

企業の人権侵害を
世界が監視

途上国の工場で
過酷労働

2016-06-27日経新聞
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企業の労働ＣＳＲ 企業の人権侵害を世界が監視

2016-06-27日経新聞
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企業の労働ＣＳＲ強化の方向性

人権侵害の
企業責任の例

有名大企業の

名前が出てい
る

2016-06-27日経新聞
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企業の労働ＣＳＲ強化の方向性
国際的な労使枠組み協約

その例１：
国際森林木材労連と家具販売業者・ＩＫＥＡとの協定

サプライチェーン全般について労働基準を遵守することで合意

関連産業に多くの労働者にとって法律以上の役割を果たす

ＩＫＥＡに資材・サービスを提供する企業にとって、
その協定に定められた労働基準を守っていないと
ＩＫＥＡとの取引ができない
労働基準に規範性をもつ： 世界中に拡がる

吾郷眞一「企業の労働ＣＳＲ強化の方向性と労使関係の今後のあり方」
（岸-金堂・森岡編『健康・安全で働き甲斐のある職場をつくる』より
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その例２：
高島屋、ミズノ、イオン と ＵＮＩ：国際労働組合組織：
との国際労働枠組協約

ＵＮＩ：本部スイス：
商業・金融・保険・郵便・情報・印刷・放送など１
５０か国、２０００万人の組合員：

ＯＥＣＤガイドラインとＩＬＯ条約が援用されている
労働組合との協約

吾郷眞一「企業の労働ＣＳＲ強化の方向性と労使関係の今後のあり方」
（岸-金堂・森岡編『健康・安全で働き甲斐のある職場をつくる』より

企業の労働ＣＳＲ強化の方向性
国際的な労使枠組み協約
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本日はここまでです
ありがとうございました


